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５月８日以降の新型コロナ感染症対策について 

 

 新年度が始まり、学校生活のリズムが整い、学校のホームページにも様々な活動の

様子が掲載されております。また、これまでの標記感染症に係るご配慮について、多大

なるご理解とご協力をいただき、深く感謝申し上げます。 

 さて、国では標記感染症を５月８日から感染症法上の取扱いが「２類相当」から「５

類」に位置付けが変更することとされており、併せて学校における衛生管理マニュア

ルや対応ガイドラインが改定されております。 

しかし、重症化リスクが減ったとはいえ、県内の感染者数は増加傾向にあることを

念頭に、特にゴールデンウィーク中の行動にくれぐれもご注意くださるようお願いい

たします。 

つきましては、４月６日付けの本村教育委員会の通知内容（下記）を継続しながら、

お子様が感染された場合等に、以下の方針で対応しますので、ご理解いただきますよ

うお願いいたします。 

＜４月６日付けの通知内容＞ 

１ 感染対策の継続について（行事を含む。） 

  引き続き、「三つの密」（密閉、密集、密接）の回避に努めます。 

 ・登校前（家庭）、登校後（学校）の体調把握（体温や食欲など） 

 ・活動前後の手洗い・うがいの励行  ・教室等活動場所の換気 

 ・給食時は上記対策の上、飛沫を飛ばさないように注意して会食します。 

２ マスクの着用の基本的な考え方について  

児童生徒及び教職員については、人との距離が確保できる学校教育活動に当た 

って、マスクの着用を求めません。（マスクの携帯は継続してください。） 

＜マスク着用を勧める場面＞ ・密集・密接となる活動、大きな声を出す活動 

・個人的にせきやくしゃみが止まらない時 等 

＜今回の確認内容＞ 

・感染された場合・・・・ 出席停止の措置をとり、家庭学習の措置を講じます。 

    療養期間；発症後５日間かつ軽快後２４時間 

・マスクの着用・・・・・   出席停止解除後、発症から 10 日を経過するまでは、当

該児童生徒に対してマスクの着用を推奨します。 

・濃厚接触者・・・・・・ 特定しません。外出自粛は求められません。 

・学級等閉鎖の期間・・・ ５日（土日祝日を含む。）を目安に判断します。 

・感染が不安で休ませたい場合 

         ・・・ 事情をよく聴取し、合理的な理由があると校長が判断 

する場合は、欠席とはしません。 

裏面に資料があります。 



引用；４月２７日掲載の富山県ホームページから 

 

【県民のみなさまへのお知らせ】新型コロナウイルス感染症 ５類移行後の対応

（令和５年５月８日～） 

 

 


